
Title スウェーデン犯罪防止委員会報告書概観 〈一九九七年〉 :
北欧犯罪学・刑事法制研究雑録

Sub Title A brief survey of reports of the national council for crime prevention of
Sweden (BRÅ) 1997

Author 坂田, 仁(Sakata, Jin)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1999

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.72, No.3 (1999. 3) ,p.31- 53 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19990328-0031

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ス
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
）

エ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観

北
欧
犯
罪
学
・
刑
事
法
制
研
究
雑
録

〈
一
九
九
七
年
〉

坂

田

仁

スウェーデン犯罪防止委員会報告書概観＜1997年＞

九
九
七
年
中
に
送
付
を
受
け
た
資
料
等
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
●
U
O
昌
拐
一
〇
一
ω
ω
辞
曽
餓
oo
二
犀
一
〇
〇
“
　
（
『
①
α
帥
＜
ω
O
d
一
鼠
犀
ω
ω
○
旨
ン
勾
帥
ロ
O
O
昌

　
　
　
一
〇
零
」

　
⑲
・
　
A
「
一
〇
　
　
帥
『
oD
　
①
『
騰
餌
賊
昌
げ
㊦
け
①
『
　
の
く
　
　
σ
同
O
什
瞥
ω
噛
α
H
①
び
『
薗
磯
餌
コ
α
①
　
帥
『
げ
O
け
①
　
　
一

　
　
　
Z
①
α
O
『
一
似
昌
α
①
『
昌
帥
　
（
印
＜
一
山
曽
コ
ω
家
閣
≦
旨
一
①
ヨ
ω
①
）
　
℃
ζ
　
一
〇
〇
刈
一
一

　
も
Q
●
ω
一
貯
但
斡
貯
一
口
O
＝
び
円
O
け
一
の
O
吋
①
＜
①
⇒
け
凶
0
5
　
（
印
く
勾
O
づ
帥
一
α
く
響
O
一
餌
『
ぎ
Φ
）
　
勺
ζ

　
　
　
一
〇
〇
刈
一
ω

　
斜
。
O
q
【
O
O
＝
の
〇
一
凶
く
の
　
力
①
ω
口
O
づ
の
一
σ
一
凱
一
望
　
（
σ
望
　
ζ
凶
P
凶
ω
6
『
》
、
O
癌
』
9
ω
爵
一
〇
①
）

　
　
　
閃
①
口
O
『
け
一
〇
〇
刈
”
一
■

　
伊
・
O
¢
『
『
O
づ
け
ω
≦
O
α
一
ω
げ
ピ
①
臓
一
ω
一
餌
け
帥
O
づ
O
⇒
Z
go
吋
O
O
吾
凶
O
一
》
吋
‘
窃
曽
ゴ
α
℃
ω
気
－

　
　
　
O
げ
〇
一
吋
O
づ
一
〇
　
ω
仁
ぴ
ω
一
m
昌
O
Φ
ω
　
（
げ
く
　
霞
一
コ
一
ω
什
『
機
　
O
脇
　
匂
⊆
の
江
O
①
）
　
カ
O
も
O
目
け

　
　
　
一
8
q
泣

　
①
。
＜
四
α
似
『
O
犀
O
げ
『
O
汁
け
り
　
（
四
＜
O
げ
『
一
ω
一
①
『
国
『
O
旨
ρ
＜
凶
ω
併
Φ
貯
鋤
一
）

　
刈
。
　
℃
『
○
頓
⇒
O
ω
①
『
　
脇
α
『
　
げ
同
〇
一
一
の
¢
け
＜
①
O
脚
一
一
コ
騎
①
口
　
O
①
目
凶
O
α
①
ロ
　
一
〇
〇
刈
－
一
〇
〇
Qo

　
　
　
（
曽
＜
』
四
コ
》
げ
＝
∪
①
『
磯
）

QQ
■
　
Z
O
『
α
一
〇
　
〇
『
一
ヨ
一
昌
四
一
　
Qo
け
9
け
一
ω
け
一
〇
ω
　
一
〇
〇
〇
ー
一
〇
〇
㎝
　
（
国
α
●
　
び
鴇
　
＝
帥
⇒
昌
ω

　
＜
O
冨
＝
O
属
①
『
）
堕
U
O
℃
鋼
賊
一
ヨ
㊦
昌
辞
O
暁
O
『
一
ヨ
凶
口
O
一
〇
鶏
｝
ω
け
O
O
犀
『
O
一
ヨ
C
コ
陣
・

　
＜
①
『
ω
一
貯
『
．

O
、
　
切
『
○
許
け
①
戸
　
ω
辞
『
四
哺
噛
①
許
　
O
O
『
　
O
O
目
ω
①
口
　
（
蝉
く
　
閏
円
一
犀
　
＞
旨
β
①
『
ω
）
）
　
Z
O
『
ω
壁

　
①
α
け
ω
臼
＝
『
陣
住
＝
《
曽
一
〇
〇
刈
9

一
〇
，
＞
β
α
ω
『
①
6
δ
①
P
ω
脚
ユ
ヨ
一
昌
〇
一
〇
㎎
幽
　
（
帥
く
閑
β
信
6
ω
く
①
『
一
y
蜀
①
ω
け
ω
犀
吋
陣
｛
け
一
出

　
閃
陣
吋
磯
①
【
ω
6
9
①
＜
〇
一
α
い
拶
ω
ω
①
⇒
一
¢
づ
凶
＜
①
『
の
凶
6
0
一
ω
｛
O
同
一
蝉
ぴ
q
①
一
℃
一
〇
〇
『
●

二
。
ク
ロ
ニ
ク
ル

31



法学研究72巻3号（’99；3）

1

司
法
統
計
一
九
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四
年

U
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欝
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逡
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α
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ω
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鮮
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ω
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昌
）
）
幻
鎚
ロ
8
旨
一
8
S
一

　
第
一
の
報
告
書
は
、
裁
判
所
の
統
計
で
で
あ
る
。
昨
年
の
概
観
で

述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
九
四
年
よ
り
司
法
統
計
に
関
す
る
事
務
が
統

計
中
央
局
か
ら
犯
罪
防
止
委
員
会
に
移
転
し
た
。
そ
の
裁
判
所
に
か

か
る
統
計
で
あ
る
。
全
体
は
、
通
常
裁
判
所
の
事
件
処
理
統
計
、
行

政
裁
判
所
の
統
計
、
特
別
裁
判
所
の
統
計
、
検
察
統
計
、
そ
の
他
の

準
司
法
機
関
の
統
計
か
ら
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
詳
細
な
統
計
数
値

は
な
く
、
包
括
的
な
数
値
の
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
裁
判
所
組
織
は
日
本
の
よ
う
に
単
純
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
の
裁
判
所
が
存
在
し
て
い
る
。
上
に
も

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
通
常
の
民
事
・
刑
事
の
訴
訟
事
件
を
扱
う

通
常
裁
判
所
の
他
に
、
行
政
事
件
（
社
会
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
を
扱
う

行
政
裁
判
所
（
三
審
制
を
と
る
）
、
労
働
事
件
を
扱
う
労
働
裁
判
所

な
ど
の
特
別
裁
判
所
、
更
に
検
察
機
能
を
営
む
検
事
総
長
事
務
所
、

消
費
者
オ
ン
ブ
ヅ
マ
ン
、
平
等
オ
ン
ブ
ヅ
マ
ン
な
ど
の
機
関
の
統
計

も
こ
こ
に
入
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
議
会
オ
ン
ブ
ヅ
マ
ン
の
事
件
処

理
の
統
計
は
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

II
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第
二
の
報
告
書
は
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
犯
罪
防
止
活
動
の
記
録
で

あ
る
。
犯
罪
防
止
を
目
的
と
し
た
建
物
の
構
造
の
改
善
、
人
的
物
的

な
監
視
体
制
の
整
備
、
少
年
の
社
会
帰
属
感
の
強
化
、
の
三
個
の
方

法
が
試
み
ら
れ
た
。
建
物
の
防
犯
装
置
の
み
で
の
効
果
は
限
定
的
で

他
の
手
段
と
の
結
合
が
効
果
を
挙
げ
た
。
二
の
監
視
の
整
備
は
効
果

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
は
見
る
べ
き
効
果
を
挙
げ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
基
礎
に
は
、
犯
罪
予
防
を
い
わ
ゆ
る
状
況
的
予
防
の
観
点
か

ら
、
対
象
を
行
為
者
、
状
況
、
被
害
者
に
分
け
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ

に
一
次
、
二
次
、
三
次
の
段
階
的
予
防
措
置
を
考
慮
す
る
ス
キ
ー
ム

が
取
ら
れ
て
い
る
が
説
明
が
な
い
（
第
一
表
）
。
報
告
に
は
二
次
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

予
防
措
置
の
例
示
の
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
次
い
で
、
一
、
犯
罪
の
前
兆
と
し
て
登
校
拒
否
対
策
が
取
ら
れ
、

登
校
拒
否
は
減
少
し
た
。
二
、
地
域
の
不
良
居
住
環
境
へ
の
対
策
が

取
ら
れ
、
こ
れ
は
犯
罪
の
減
少
に
貢
献
し
た
。
三
、
中
心
商
業
地
域

で
は
商
店
の
店
員
に
対
す
る
犯
罪
防
止
教
育
、
警
報
装
置
の
装
備
な
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第一表　犯罪予防戦略の領域

一次的予防 二次的予防 三次的予防

行為者

状　況

被害者
1
4
7

2
5
8

3
6
9

皿

PM1997　1，p13

ど
の
対
策
が
と
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
窃

盗
、
店
舗
盗
、
器
物
殿
棄
が
減
少
し
た
。

四
、
工
業
地
域
で
は
巡
回
の
頻
度
の
増

加
に
よ
り
犯
罪
の
減
少
が
み
ら
れ
た
と

さ
れ
る
。

　
本
書
の
後
半
は
状
況
犯
罪
学
の
主
張

す
る
犯
行
の
現
場
を
統
制
で
き
れ
ば
犯

罪
は
防
止
で
き
る
、
即
ち
犯
罪
の
減
少

に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
、
行
為
者

の
犯
罪
性
の
問
題
を
難
し
く
考
え
る
従

来
の
犯
罪
理
論
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ

て
ら
れ
て
い
る
。

状
況
的
犯
罪
予
防

ω
一
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ぎ
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＝
σ
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8
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く
の
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一
〇
口
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。
Ω
費
犀
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）
℃
言
一
8
刈
”
oo

（
餌
く
国
o
コ
餌
－

　
第
三
の
報
告
書
は
一
九
九
五
年
に
犯
罪
防
止
委
員
会
か
ら
の
調
査

委
託
に
基
づ
い
て
著
者
が
行
っ
た
状
況
的
犯
罪
予
防
に
関
す
る
理
論

の
概
観
で
あ
る
。

　
予
防
に
は
、
犯
罪
傾
向
に
影
響
を
及
ぼ
す
「
社
会
的
予
防
」
と
犯

罪
の
機
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
「
状
況
的
予
防
」
の
二
類
型
が
あ
る
と

し
て
、
状
況
的
予
防
理
論
の
原
理
を
記
述
す
る
。

　
　
「
状
況
的
犯
罪
予
防
は
、
下
記
の
三
個
の
機
会
減
殺
措
置
を
含
ん
で

　
い
る
。

　
ω
　
特
定
の
類
型
の
犯
罪
を
標
的
に
す
る
。

　
⑭
　
可
能
な
限
り
組
織
的
、
永
続
的
に
直
接
の
近
隣
環
境
の
計
画
、
管

　
　
理
及
び
活
用
に
介
入
す
る
。

㈹
犯
罪
実
行
を
困
難
か
つ
危
険
な
も
の
に
し
、
犯
罪
に
よ
鏑
得
を

　
　
減
少
さ
せ
る
こ
と
で
、
犯
罪
の
実
行
を
高
く
つ
く
も
の
に
す
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
そ
し
て
、
ク
ラ
ー
ク
と
ホ
メ
ル
の
犯
罪
予
防
措
置
の
一
六
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
第
二
表
）
。

　
状
況
的
犯
罪
予
防
を
推
進
す
る
上
で
の
政
治
的
な
困
難
、
ロ
ー
カ

ル
な
状
況
的
犯
罪
予
防
、
及
び
、
こ
れ
ま
で
の
措
置
に
対
す
る
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
紹
介
が
あ
る
。
操
作
的
マ
ー
キ
ン
グ
は
こ
の
立
場
に
立
つ
も
の
で

あ
ろ
う
。
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第二表　状況的犯罪予防の16の範疇

犯罪の実行を困難に

する措置

犯罪の実そ了を危険に

する措置

犯罪の利得を減殺す

る措置

犯罪の言訳に対抗す

る措置

1．Target

　　Hardening

5．Entry／Exit

　　Screening

9．Target
　　Remova1

13，Facilitating

　　Compliance

2．Access
　　ControI

6．Formal
　　Surveillance

10．Identifying

　　Property

14．Controlling

　　Disinhibitors

3．Deflecting

　　Offendersg

7．Surveillance

　　by　Employees

lL　Removing

　　Inducements
15．Rule　Setting

4．Controlling

　　Facilities

8．Natural

　　Surveillance

12．Denying

　　Benefits

16．Increasing

　　Informal

　　Sanctions

Knutsson，SvJT83 3，p．239，Tab　l

IV

○
霞
O
o
一
一
〇
〇
鉱
＜
①
力
①
8
0
冨
ま
一
＝
な
（
σ
賓
竃
冒
－

凶
ω
け
曼
o
暁
『
仁
ω
賦
8
）
肉
o
O
o
旨
一
〇
零
篇

　
こ
の
報
告
書
は
、
司
法
省
が
一
九
九
六
年
に
採
択
し
た
国
の
犯
罪

予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
E
U
諸
国
と
の
間
の
政
策
の
交
流
の
た

め
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
犯
罪
防
止
委
員
会
が
そ
の
責
任
を

引
受
け
本
書
が
成
立
し
た
。

　
本
書
は
、
戦
後
に
お
け
る
犯
罪
の
増
勢
（
一
九
五
〇
年
以
来
五
倍

に
増
加
）
と
と
も
に
そ
の
質
的
な
変
化
を
述
べ
、
併
せ
て
、
犯
罪
対

策
が
非
公
式
統
制
か
ら
公
式
統
制
に
、
立
法
及
び
公
的
機
関
の
責
任

の
増
加
と
地
域
的
活
動
及
び
民
間
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
の
減
少
と
を

指
摘
し
、
将
来
に
向
け
て
効
率
的
な
国
公
私
の
犯
罪
予
防
活
動
の
協

力
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
特
に
、
地
域
レ
ベ
ル
の
犯
罪
行
為
と

犯
罪
に
対
抗
す
る
手
段
と
の
距
離
が
大
き
過
ぎ
る
と
い
う
問
題
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
以
下
、
報
告
書
に
は
、

　
一
、
対
抗
措
置
の
選
択

　
　
　
犯
罪
を
、
行
為
者
、
被
害
者
及
び
妨
害
手
段
の
不
存
在
の
三
個
の

　
　
要
素
か
ら
な
る
地
域
的
な
間
題
と
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
減
少
を
実
現

　
　
す
る
措
置
が
対
抗
措
置
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
化
と
し
て
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以
下
の
二
な
い
し
四
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
二
、
犯
罪
防
止
と
社
会
政
策

　
　
　
犯
罪
予
防
の
重
視
、
予
防
に
お
け
る
企
業
の
役
割
、
中
央
の
政
治

　
　
的
責
任
、
居
住
環
境
の
整
備
等

　
三
、
刑
事
政
策
に
お
け
る
国
の
責
任

　
　
　
電
子
監
視
の
採
用
、
少
年
犯
罪
対
策
、
武
器
所
持
制
限
、
保
安
設

　
　
備
、
被
害
者
援
助
及
び
女
性
へ
の
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
立
法
、
警

　
　
察
、
検
察
及
び
矯
正
の
効
率
化
、
密
輸
対
策
、
並
び
に
、
社
会
福
祉

　
　
サ
ー
ビ
ス
、
両
親
援
助
、
早
期
介
入
、
薬
物
防
止
、
学
校
で
の
犯
罪

　
　
防
止
及
び
経
済
犯
罪
な
ど
の
諸
対
策

　
四
、
市
民
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ

　
　
　
地
域
犯
罪
予
防
の
重
視
、
国
と
地
方
の
協
力
の
モ
デ
ル
と
し
て
の

　
　
地
方
犯
罪
防
止
委
員
会
、
状
況
的
犯
罪
予
防
理
論
の
採
用
、
家
庭
及

　
　
び
学
校
を
重
視
す
る
社
会
的
犯
罪
予
防

　
五
、
犯
罪
防
止
活
動
の
実
現
手
段

　
　
　
以
上
の
提
案
を
実
現
す
る
た
め
の
地
域
予
防
に
重
点
を
お
い
た
犯

　
　
罪
防
止
委
員
会
の
新
た
な
責
任
、
予
算
、
実
行
委
員
会
の
組
織

　
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
礎
に
は
現
在
い
わ
ば
流
行
し
て
い
る
状
況

　
　
　
　
　
（
6
）

的
犯
罪
予
防
理
論
に
基
づ
い
た
犯
罪
学
が
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

V
O
信
旨
①
昇
ω
≦
①
＆
ω
げ
ピ
①
瞥
ω
一
餌
鉱
o
昌
0
5
Z
醇
8
壁

一
〇
U
毎
暢
餌
雷
α
勺
望
o
げ
o
霞
o
風
o
ω
¢
σ
ω
5
コ
8
ω

（
σ
気
］
≦
言
一
ω
梓
曼
o
｛
q
場
試
8
）
勾
8
0
ほ
一
〇
零
歯

　
こ
れ
は
薬
物
犯
罪
に
か
か
る
法
律
の
英
訳
で
あ
る
。
幻
8
0
詳

　
（
7
）

一
8
0
“
に
は
な
か
っ
た
薬
物
統
制
法
（
一
詔
o
ヨ
ざ
旨
8
一
薯
墨
雫

ざ
餓
ざ
」
8
鱒
o
o
8
）
の
英
訳
が
含
ま
れ
て
い
る
。

V【

経
済
犯
罪
と
は
何
か

く
餌
α
餌
『
O
即
O
げ
肘
O
＃
り

≦
ω
け
9
巴
）

（
薯
O
げ
ユ
雪
R
国
『
o
昌
ρ
－

　
こ
れ
は
経
済
犯
罪
に
関
す
る
啓
蒙
資
料
で
あ
る
。
経
済
犯
罪
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
て
一
九
九
六
年
に
包
括
的
な
報
告
書
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
エ

ッ
セ
ン
ス
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
刑
事
訴
訟
手

続
、
訴
訟
手
続
の
役
割
、
企
業
の
形
態
と
企
業
の
解
散
、
ダ
ミ
ー
・

ゴ
ー
ル
キ
ー
パ
ー
・
幽
霊
企
業
、
債
権
者
に
対
す
る
犯
罪
、
そ
の
他

の
経
済
犯
罪
、
税
法
上
の
諸
概
念
、
租
税
手
続
、
租
税
犯
罪
、
事
業

仲
間
の
章
別
を
有
す
る
。
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皿

一
九
九
七
～
八
年
の
犯
罪
の
趨
勢
の
予
測

勺
δ
鵬
旨
o
ω
R
ま
『
σ
8
詳
ω
葺
＜
①
o
冠
ぎ
鴨
口
O
R
一
－

o
α
㊦
昌
一
8
刈
山
8
0
0
（
四
く
触
四
昌
＞
包
σ
R
磯
）

　
こ
の
資
料
は
謄
写
刷
り
の
資
料
で
あ
る
。
著
者
は
か
ね
て
よ
り
犯

罪
統
計
に
関
心
を
集
中
し
て
お
り
、
一
九
九
四
～
六
年
の
犯
罪
予
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
過
去
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
犯
罪
防
止

委
員
会
内
に
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
し
て
、
認
知
犯
罪

の
予
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。
窃
盗
の
増
加
、
人
身
犯
の
横
ば
い
、
全

犯
罪
の
微
増
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　
注
（
8
）
で
引
用
し
た
資
料
の
中
の
数
式
が
一
般
的
な
形
で
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
＜
（
け
）
目
m
一
。
・
×
一
（
け
）
十
身
・
×
一
（
辞
1
一
）
十
ξ
・
X
（
辞
I
N
）
十
…
十
四
穿
・

x
一
（
辞
－
犀
）
＋
…
9
・
む
（
辞
）
＋
…
＋
量
・
×
N
（
辞
ー
界
）
＋
…
ぎ
・
×
コ
（
け
）
＋
…

十
四
鼻
・
×
5
（
け
1
犀
）
十
び
十
①

　
艮
貯
）
一
年
t
に
お
け
る
認
知
犯
罪

　
♂
ぎ
謬
9
2
犯
罪
の
趨
勢
に
影
響
す
る
要
因

　
築
侍
1
一
）
シ
（
什
－
鱒
）
9
9
要
因
が
時
間
的
に
遡
及
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
。

　
9
）
§
9
2
推
定
さ
れ
た
係
数

　
　
σ
推
定
さ
れ
た
定
数

　
　
o
”
無
作
為
に
よ
る
残
余
誤
差

　
要
因
と
し
て
は
、
G
N
P
、
失
業
、
人
口
、
都
市
化
、
少
年
人
口
、

刑
事
施
設
収
容
人
員
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
注
（
8
）
に
掲
げ
た
予

測
と
の
相
違
は
個
人
消
費
が
削
除
さ
れ
、
都
市
化
（
三
大
都
市
居
住

人
口
）
及
び
少
年
人
口
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

皿

Z
O
『
α
一
〇
〇
旨
B
冒
巴
ω
5
広
ω
ユ
8
一
〇
㎝
O
I
一
〇
〇
㎝

（
国
O
●
び
蜜
国
鋤
o
嵩
＜
o
ロ
＝
o
噛
R
）
曽
∪
①
O
碧
サ

ヨ
①
旨
9
9
一
旨
8
一
〇
讐
あ
δ
o
浮
o
ぎ
C
箒

＜
R
巴
蔓
●

　
こ
の
資
料
は
、
昨
年
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
犯
罪
研
究
所
を
訪
問

し
た
お
り
恵
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
に
お

け
る
犯
罪
の
統
計
を
一
九
五
〇
～
九
五
年
に
わ
た
っ
て
整
理
・
分
析

し
た
も
の
で
あ
る
。
殺
人
、
傷
害
、
強
姦
、
強
盗
、
住
居
侵
入
、
自

動
車
盗
、
そ
の
他
の
窃
盗
、
全
窃
盗
、
詐
欺
、
酩
酊
運
転
、
全
刑
法

犯
な
ど
に
つ
い
て
認
知
事
件
の
統
計
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

全
数
の
み
で
性
別
、
年
齢
別
な
ど
の
細
分
化
さ
れ
た
統
計
の
比
較
は

な
い
。
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
国
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

ノ
ル
ウ
ェ
イ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
あ
る
。
特
徴
的
な
こ
と
は
、
末
尾
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の
統
計
表
に
、

あ
る
。D（

法
改
正
の
行
わ
れ
た
年
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

犯
罪
、
刑
罰
及
び
警
察

ω
8
詳
9
ω
q
m
睦
9
0
魯
も
o
一
一
ω
g
（
男

＞
づ
づ
震
ω
y
Z
o
お
げ
①
鼻
ω
匂
ξ
一
象
F
一
8
刈
■

国
『
民

　
本
書
は
、
警
察
大
学
校
（
勺
畠
昏
α
暢
ざ
一
雪
）
の
教
科
書
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
〉

て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
遺
作
と
な
っ
た
書
物
で
あ
る
。

　
本
来
は
警
察
制
度
の
歴
史
に
つ
い
て
の
教
科
書
の
執
筆
を
依
頼
さ

れ
た
の
で
あ
る
か
、
警
察
制
度
の
目
的
か
ら
犯
罪
と
刑
罰
を
抜
き
に

し
て
警
察
制
度
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
広
く

犯
罪
と
刑
罰
の
歴
史
を
含
め
て
警
察
制
度
の
展
開
を
記
述
し
て
い
る
。

　
全
体
は
三
部
に
分
か
れ
、
第
一
部
「
産
業
化
社
会
以
前
」
、
第
二

部
「
産
業
化
社
会
」
、
第
三
部
「
高
度
技
術
社
会
」
の
タ
イ
ト
ル
が

附
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
各
部
は
以
下
の
よ
う
な
章
別
を
も
つ
。
第

一
部
・
第
一
章
「
中
世
後
期
か
ら
啓
蒙
時
代
」
、
第
二
章
「
啓
蒙
時

代
の
警
察
」
、
第
二
部
・
第
一
章
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
第
一
次
世

界
大
戦
」
、
第
二
章
「
欧
州
警
察
組
織
の
合
理
性
及
び
人
間
性
」
、
第

三
部
・
第
一
章
』
九
〇
〇
年
代
の
欧
州
に
お
け
る
犯
罪
の
趨
勢
」
、

第
二
章
』
九
〇
〇
年
代
の
欧
州
に
お
け
る
刑
法
の
発
展
」
、
第
三

章
コ
九
〇
〇
年
代
の
欧
州
に
お
け
る
警
察
制
度
の
発
展
」
、
第
四

章
「
欧
州
に
お
け
る
警
察
協
力
」
。
以
下
こ
の
順
序
で
内
容
を
紹
介

す
る
。

　
「
警
察
は
、
刑
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
と
い
う
形
式

で
、
妨
害
に
対
す
る
保
護
を
確
立
す
る
た
め
の
社
会
の
機
構
の
一
部

と
し
て
成
長
し
て
き
た
組
織
で
あ
る
。
」
こ
れ
が
、
本
書
の
冒
頭
の

著
者
の
警
察
に
関
す
る
定
義
で
あ
る
。
一
部
と
さ
れ
る
理
由
は
、
他

に
裁
判
、
検
察
、
矯
正
な
ど
の
機
構
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

「
警
察
の
歴
史
は
、
初
め
よ
り
同
じ
も
の
の
両
面
で
あ
っ
た
軍
隊
と

警
察
と
い
う
社
会
の
強
制
手
段
の
歴
史
で
あ
る
。
」

　
中
世
後
期
の
封
建
制
度
の
下
で
の
、
街
道
筋
の
強
盗
団
か
ら
交
通

者
を
保
護
す
る
国
王
そ
の
他
封
建
領
主
の
活
動
と
し
て
芽
生
え
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〉

た
警
察
制
度
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
国
民
国
家
の
成
立
と
と
も
に
国

家
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
成
立
し
た
中
央
集

権
的
警
察
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
ロ
ン
ド
ン
）
で
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
に
示
さ
れ
る
国
王
に
対
す
る
人
々
の
自
由
の

保
護
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
民
国
家
と
と
も
に
刑

法
、
刑
事
訴
訟
法
が
形
を
取
り
始
め
た
。

　
中
世
後
期
か
ら
啓
蒙
期
に
か
け
て
、
一
方
で
は
極
め
て
残
忍
な
刑

罰
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
犯
罪
者
に
対
す
る
人
道
的
な

取
扱
の
端
緒
も
現
れ
る
。
ま
た
、
死
刑
そ
の
も
の
も
決
し
て
厳
し
い
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刑
罰
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
中
世
の
人
々
に
と

っ
て
生
と
は
神
の
永
遠
の
救
い
の
前
に
あ
る
苦
悩
の
時
期
で
し
か
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
国
民
国
家
が
警
察
制
度
を
採
用
し
始
め
た
と
き
、
そ
の
モ
デ
ル
は

古
代
ロ
ー
マ
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う
。
警
察
制
度
の
最
初
の
採
用
を

著
者
は
フ
ラ
ン
ス
の
一
五
三
六
年
の
勅
令
に
始
ま
る
制
度
の
展
開
に

求
め
て
い
る
。
当
時
の
世
界
の
中
心
地
パ
リ
の
治
安
が
そ
れ
を
要
求

し
た
の
で
あ
る
。
ル
イ
一
四
世
の
警
察
制
度
は
世
界
の
モ
デ
ル
と
な

っ
た
。
そ
の
街
灯
も
伴
っ
て
、
パ
リ
は
世
界
で
最
も
美
し
く
、
安
全

な
都
市
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
末
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
期
に
お
い

て
は
、
産
業
革
命
の
進
行
に
よ
る
都
市
の
膨
張
と
犯
罪
地
下
組
織
の

発
展
が
見
ら
れ
た
。
刑
罰
は
残
忍
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
死
刑
は
一

種
の
見
世
物
に
堕
し
て
お
り
、
威
嚇
的
効
果
を
失
っ
て
い
た
。
こ
の

時
期
、
一
七
六
四
年
に
ベ
ッ
カ
リ
ア
の
「
犯
罪
と
刑
罰
」
が
出
版
さ

れ
た
。
こ
の
思
想
は
、
啓
蒙
君
主
に
大
き
い
影
響
を
与
え
、
死
刑
の

適
用
が
大
き
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ベ
ッ
カ
リ

ア
の
死
刑
反
対
は
決
し
て
人
道
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
威
嚇
効

果
の
欠
如
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
死
刑
よ
り
厳
し
い
刑
罰
の
必
要
性

を
主
張
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

向
を
著
者
は
「
人
間
性
と
合
理
主
義
」
の
対
立
と
し
て
定
式
化
し
て

い
る
。
ベ
ッ
カ
リ
ア
は
、
合
理
主
義
的
見
地
か
ら
死
刑
に
反
対
し
た

の
で
あ
っ
て
、
人
間
性
の
見
地
か
ら
反
対
し
た
の
で
は
な
い
。
啓
蒙

君
主
の
死
刑
制
限
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
が
人
道

的
な
死
刑
制
限
の
口
実
に
使
わ
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
実
際
に
ト
ス

カ
ナ
の
レ
オ
ポ
ル
ド
公
爵
は
死
刑
を
全
廃
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
は
、
保
護
主
義
の
思
想
も
出
現
し
て
い
る
。
フ
ィ
ラ
ン
ジ
エ
リ
の

言
葉
「
受
刑
者
は
監
獄
内
で
刑
法
を
読
む
こ
と
で
善
良
な
思
考
へ
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

か
う
。
」
が
ペ
ト
リ
の
言
葉
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
啓
蒙
期
を
通
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
警
察
制
度
は
全
欧
州
に
広
ま
っ
て

い
っ
た
。
警
察
制
度
の
職
務
の
古
典
的
表
現
と
し
て
、
著
者
は
プ
ロ

イ
セ
ン
の
法
典
か
ら
「
公
の
平
穏
、
安
全
及
び
秩
序
の
維
持
並
び
に

公
共
及
び
個
人
へ
の
危
険
の
発
生
の
阻
止
が
警
察
の
職
務
で
あ
る
。
」

と
い
う
規
定
を
引
用
し
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
警
察
は
新
た
な
職
務
を

帯
び
る
。
秘
密
警
察
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
わ
っ
た
フ
ー
シ
ェ

を
著
者
は
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
比
す
も
の
と
し
て
紹
介
し
て

い
る
。
し
か
し
、
フ
ー
シ
ェ
の
た
ぐ
い
稀
な
行
政
能
力
に
よ
っ
て
現

代
の
フ
ラ
ン
ス
の
警
察
制
度
の
基
礎
が
こ
の
と
き
に
確
立
し
た
と
さ

れ
る
。
フ
ー
シ
ェ
の
指
導
し
た
警
察
制
度
の
改
革
が
フ
ラ
ン
ス
革
命

後
の
混
乱
を
静
め
、
往
年
の
パ
リ
の
繁
栄
を
回
復
す
る
の
に
役
立
っ

た
と
い
う
。

38



スウェーデン犯罪防止委員会報告書概観〈1997年〉

　
こ
れ
と
対
照
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
警
察
制
度
は
地
方
の
民
衆
の

任
意
の
組
織
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
中
核
は
治
安
判
事
で
あ
っ
た
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
組
織
的
な
警
察
制
度
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
そ

こ
に
は
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
及
び
名
誉
革
命
に
お
け
る
自
由
の
伝
統
と
一

六
世
紀
以
来
の
宗
教
的
・
政
治
的
迫
害
の
経
験
が
影
響
し
て
い
た
。

一
八
世
紀
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
兄
弟
に
よ
る
ω
o
名

ω
q
①
9
菊
但
巨
R
ω
の
活
動
が
ロ
ン
ド
ン
の
中
心
地
で
の
犯
罪
者
の

鎮
圧
に
効
果
を
あ
げ
た
。
こ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
警
察

制
度
が
確
立
し
て
い
く
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
一
五
世
紀
の
マ
グ
ヌ
ス
・
エ
リ
ク
ソ
ン
都

市
法
の
規
定
を
根
拠
に
都
市
を
守
る
権
限
と
義
務
と
を
有
す
る
市
民

が
選
出
さ
れ
て
い
た
。
一
六
三
四
年
の
統
治
組
織
法
は
、
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
に
警
察
制
度
を
導
入
し
、
二
四
人
の
警
護
官
が
任
命
さ
れ
た

と
す
る
。
更
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
警
察
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
て
そ
の
近

代
化
が
図
ら
れ
た
が
、
市
民
の
反
対
に
あ
っ
て
、
数
十
年
に
わ
た
る

「
警
察
及
び
消
防
に
関
す
る
審
議
会
」
の
調
査
が
続
け
ら
れ
た
。
特

に
必
要
経
費
の
大
き
さ
が
困
難
を
強
め
た
と
い
う
。
一
七
七
六
年
に

グ
ス
タ
フ
三
世
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
、
上
記
審
議
会
が
最

終
答
申
を
提
出
し
、
国
王
が
相
当
部
分
の
費
用
を
負
担
し
て
、
官
吏

と
し
て
の
警
察
長
官
を
頂
点
と
す
る
警
察
制
度
が
成
立
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
時
同
時
に
警
察
官
が
取
締
活
動
に
よ
っ
て
検
挙
し
た
事
件

の
証
拠
を
警
察
官
の
み
が
保
持
し
て
い
る
と
い
う
現
代
に
至
る
証
拠

法
上
の
問
題
を
発
生
さ
せ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
国
内

の
治
安
確
保
の
た
め
刑
法
の
重
罰
化
が
図
ら
れ
、
死
刑
の
執
行
方
法

も
残
虐
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
裁
判
所
は
死
刑
の
判
決
に
消
極
的
で
、

刑
法
が
威
嚇
を
強
め
る
一
方
で
裁
判
実
務
は
寛
刑
化
の
方
向
を
と
っ

た
と
さ
れ
る
。

　
前
産
業
化
社
会
の
警
察
の
特
徴
を
著
者
は
、
窃
盗
の
多
発
す
る
公

の
場
所
の
監
視
、
公
共
の
安
全
・
健
康
・
秩
序
の
維
持
、
政
治
的
権

力
手
段
か
ら
公
共
の
治
安
維
持
へ
の
機
能
の
変
化
、
身
分
社
会
に
お

け
る
権
力
手
段
（
人
々
は
一
般
的
な
権
利
を
も
た
な
か
っ
た
）
と
要

約
し
て
い
る
。

　
第
二
部
の
最
初
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
る
。
こ
の
革
命
は
貴
族
の

概
念
を
廃
棄
し
、
身
分
社
会
の
理
念
的
な
前
提
を
否
定
し
た
。
警
察

は
貴
族
の
平
民
支
配
の
道
具
か
ら
民
主
的
な
市
民
の
自
己
防
衛
の
機

関
に
変
化
し
た
。

　
著
者
は
、
犯
罪
を
そ
の
抑
止
制
度
で
あ
る
警
察
、
検
察
、
裁
判
、

監
獄
の
諸
制
度
と
も
に
、
経
済
的
、
社
会
的
、
思
想
的
な
推
進
力
の

関
数
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
推
進
力
と
し
て
、
産
業
化
、
民

主
化
及
び
世
俗
化
の
三
要
因
を
あ
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
加
え
て
い

る
。
産
業
化
で
は
、
都
市
化
現
象
と
蒸
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
よ

る
人
々
の
生
活
の
変
化
、
そ
し
て
、
窃
盗
に
対
す
る
刑
の
緩
和
が
も
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た
ら
さ
れ
た
。
民
主
化
に
よ
り
権
力
エ
リ
ー
ト
が
貴
族
か
ら
市
場
経

済
に
基
礎
を
も
つ
経
済
的
強
者
に
変
化
し
た
。
こ
の
変
化
が
最
終
的

に
達
成
さ
れ
た
の
は
第
一
次
世
界
大
戦
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
向
け
て

政
治
的
犯
罪
の
非
犯
罪
化
と
刑
罰
の
人
間
化
と
が
進
行
し
た
。
世
俗

化
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
薄
め
ら
れ
た
。
背
教
と
異
端

と
は
最
大
の
犯
罪
で
あ
り
、
通
常
そ
の
刑
罰
は
死
刑
で
あ
り
、
死
刑

台
と
監
獄
に
は
聖
職
者
が
伴
っ
て
い
た
。
啓
蒙
思
想
に
よ
る
世
俗
化

は
こ
れ
を
変
化
さ
せ
、
宗
教
的
犯
罪
の
消
滅
と
寛
刑
化
と
が
進
行
し

た
。　

刑
法
の
領
域
で
は
、
リ
ス
ト
に
よ
る
行
為
か
ら
行
為
者
へ
の
刑
法

上
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
が
生
じ
さ
せ
た
も
の
と
し
て
マ
ル
ブ
ル

グ
綱
領
か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
、
生
物
学
的
・
社
会
学
的
観
点
か
ら

の
犯
罪
現
象
の
背
後
に
あ
る
現
実
の
研
究
の
重
視
が
と
り
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
と
と
も
に
、
犯
罪
学
が
出
現
す
る
。
正
に
、
世
俗
化
と

啓
蒙
主
義
的
自
由
主
義
と
が
一
九
世
紀
の
発
展
を
特
徴
づ
け
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
警
察
制
度
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き

た
か
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ロ
シ
ア
の
警
察
制
度
が
個
別
に
取
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
展
開
を
著
者
は
自
ら
の
近
代
刑
事
法
制
史
の
基
本

的
な
分
析
概
念
で
あ
る
合
理
主
義
と
人
間
性
の
二
個
の
概
念
で
表
現

し
て
い
る
。
こ
の
展
開
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
を
モ
デ
ル
と
す
る
大
陸
諸

国
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
北
欧
と
の
相
違
は
、
秘
密
警
察
の
存
否
に

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
フ
ラ
ン
ス

を
中
心
に
各
国
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
あ
る
が
割
愛
す
る
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
状
況
に
つ
い
て
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

一
九
世
紀
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
犯
罪
が
少
な
く
、
こ
の
傾
向
は
第

一
次
世
界
大
戦
ま
で
続
い
た
。
一
八
六
五
年
の
刑
法
の
施
行
以
後
二

五
年
間
の
強
盗
の
数
は
全
部
で
三
八
九
件
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
死
刑
執
行
は
九
人
で
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
は
二
人
、
デ
ン
マ

ー
ク
は
三
人
に
過
ぎ
な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
死
刑
の
統
計
を
取
り

始
め
た
の
は
一
七
四
九
年
か
ら
で
、
そ
の
最
初
の
十
年
間
の
執
行
数

は
四
八
三
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
プ
ロ
シ
ャ
の
死
刑
は
約
二
倍

で
あ
っ
た
。
こ
の
減
少
が
刑
法
の
改
正
に
よ
る
の
か
犯
罪
そ
の
も
の

の
減
少
に
よ
る
の
か
、
或
い
は
裁
判
所
の
量
刑
の
緩
和
に
よ
る
の
か

は
判
断
が
難
し
い
。
し
か
し
、
中
世
以
来
北
欧
の
農
業
社
会
は
法
技

術
的
に
も
優
れ
た
法
律
を
有
し
て
い
た
。
刑
法
も
農
業
社
会
の
安
定

し
た
人
間
関
係
を
反
映
し
て
い
た
。
死
刑
の
内
容
を
み
る
と
、
主
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
犯
罪
は
嬰
児
殺
と
獣
姦
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
モ
ー
ゼ
の
十
戒
が
濃

い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
に
は
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
対
す
る

刑
罰
は
緩
和
さ
れ
、
一
八
六
四
年
の
刑
法
は
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
に
範
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を
と
っ
た
近
代
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
例
外
は
、
中
世
以
来
の
カ
ズ

イ
ス
テ
ィ
ー
ク
が
法
文
の
中
に
残
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
刑
罰
の
重

点
も
死
刑
か
ら
自
由
刑
に
移
り
、
こ
こ
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
大

陸
か
ら
の
影
響
が
強
か
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
は
る
か
に
人
間
的

で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
失
敗
は
独
居
拘
禁
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

固
執
し
た
こ
と
に
あ
る
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。
受
刑
者
の
回
想

「
独
居
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
心
身
に
対
す
る
真
の
拷
問
で

あ
っ
た
。
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
ン
グ
ホ
ル
メ
ン
に
関

す
る
記
述
が
あ
る
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
警
察
制
度
は
前
述
の
よ
う
に
一
七
七
六
年
に
首

都
で
あ
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
創
設
さ
れ
、
各
地
方
が
こ
れ
を
模
倣

し
て
全
国
に
広
が
っ
た
。
記
述
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
つ
い
て
な
さ

れ
て
い
る
。
警
察
業
務
は
刑
事
警
察
、
保
安
警
察
、
及
び
警
備
警
察

の
三
種
に
分
類
さ
れ
る
が
、
警
察
制
度
発
足
の
当
初
は
上
記
業
務
は

不
十
分
に
し
か
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
秩
序
の
維
持
に
は
軍
隊
の
投

入
が
普
通
で
あ
っ
た
。
治
安
維
持
の
た
め
軍
隊
式
の
警
察
組
織
が
フ

ラ
ン
ス
革
命
後
一
八
三
五
年
に
制
度
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

の
欧
州
全
体
の
混
乱
の
中
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
範
を
と
っ
て
、
警
察

制
度
の
改
革
が
な
さ
れ
、
軍
隊
式
の
警
備
が
廃
止
さ
れ
、
夜
警
制
度

が
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
警
察
制
度
の
全
国
統
↓
化
が
な
さ
れ
、
警

察
予
算
の
半
分
は
国
家
が
賄
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
五
〇
年
に
な

さ
れ
た
警
察
改
革
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
制
度
に
な
ら
っ
た
も
の
に
な

っ
た
。
上
級
警
官
は
サ
ー
ベ
ル
、
下
級
警
官
は
警
棒
、
呼
子
笛
の
採

用
、
市
民
的
、
武
器
不
携
帯
の
原
則
な
ど
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
後

半
に
は
統
一
ド
イ
ツ
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
。
制
服
や
短
剣
（
サ
ー

ペ
ル
）
の
携
帯
で
あ
る
。
都
市
の
秩
序
維
持
に
役
立
っ
た
警
濯
活
動

も
大
陸
の
影
響
で
あ
っ
た
。

　
反
体
制
活
動
や
外
国
の
ス
パ
イ
に
対
す
る
秘
密
警
察
が
誕
生
し
た

の
は
、
一
七
二
一
年
の
ニ
ュ
ス
タ
ー
ド
ゥ
の
和
議
（
ロ
シ
ア
ヘ
の
屈

（
1
6
）服

）
に
よ
る
ロ
シ
ア
大
使
の
内
政
へ
の
影
響
と
関
わ
っ
て
い
た
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

か
し
、
活
動
を
始
め
た
秘
密
警
察
は
グ
ス
タ
フ
三
世
の
暗
殺
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
の
グ
ス
タ
フ
四
世
の
時
代
秘
密
警
察
は

成
功
を
収
め
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
の
制
度
の
消
長
が
手
短
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
の
議
院
制
度
の
改
革
か
ら
国
内
の

対
立
に
よ
る
混
乱
の
原
因
は
消
滅
し
、
暴
力
の
使
用
を
最
小
限
に
し

よ
う
と
す
る
人
々
の
意
志
も
働
い
て
、
警
察
活
動
は
も
っ
ぱ
ら
刑
事

警
察
及
び
日
常
的
な
秩
序
維
持
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。

　
こ
の
項
の
終
わ
り
に
ヨ
ー
テ
ボ
リ
の
警
察
に
関
し
て
数
頁
が
費
や

さ
れ
て
い
る
。
一
八
四
九
年
の
警
察
改
革
（
敬
言
濯
警
察
の
導
入
）
、

一
八
六
八
年
の
警
察
の
専
門
化
（
捜
査
専
門
部
の
導
入
）
な
ど
の
改

革
が
な
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
の
半
ば
以
降
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
警
察
の
改
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革
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
、
ヨ
ー
テ
ボ
リ
の
制
度
を
模
範
に
行
わ
れ

た
が
、
フ
ラ
ン
ス
流
の
政
治
的
な
治
安
警
察
は
発
展
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
は
北
欧
の
政
治
状
況
の
穏
や
か
さ
が
反
映
し
て
い
た
と
い
う
。

警
察
制
度
の
確
立
は
、
警
察
官
の
資
質
の
向
上
を
要
求
し
た
が
、
同

時
に
ま
た
、
物
理
的
鎮
圧
を
主
た
る
業
務
と
す
る
警
察
官
も
今
日
ま

で
存
在
し
続
け
て
い
る
。

　
最
後
に
第
二
部
の
要
約
が
、
警
察
の
役
割
、
政
治
警
察
、
秩
序
維

持
警
察
、
刑
事
警
察
の
四
節
に
分
け
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
部
で
は
二
〇
世
紀
以
降
の
高
度
技
術
社
会
に
お
け
る
警
察
制

度
の
展
開
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
最
初
に
注
目
を
要
す
る
こ
と
と

し
て
、
｝
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
犯
罪
の
減
少
と
二
〇
世
紀
に
入
っ

て
か
ら
の
漸
増
と
二
〇
世
紀
後
半
の
犯
罪
の
激
増
が
英
国
及
び
欧
州

各
国
の
統
計
を
用
い
て
指
摘
さ
れ
る
。

　
次
に
、
警
察
的
観
点
か
ら
は
犯
罪
と
の
闘
争
の
対
象
が
一
八
O
O

年
代
の
個
人
的
な
人
身
犯
、
財
産
犯
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
に
は
組
織

的
な
人
身
犯
、
財
産
犯
と
の
闘
争
へ
と
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
。
こ
の
全
欧
州
的
な
危
険
な
犯
罪
活
動
は
、
西
欧
世
界
、
特

に
米
国
の
極
端
な
ア
ル
コ
ー
ル
禁
止
法
に
よ
っ
て
生
じ
た
。
一
九
二

三
年
の
米
国
の
禁
酒
法
が
ち
っ
ぽ
け
な
犯
罪
組
織
に
巨
万
の
富
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
三
年
の
禁
酒
法
の
廃
止
は
犯
罪
組
織

に
打
撃
を
与
え
た
が
、
そ
の
代
替
物
が
薬
物
で
あ
る
。
薬
物
は
い
わ

ゆ
る
マ
フ
ィ
ア
と
と
も
に
全
欧
州
に
拡
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
薬

物
を
入
手
す
る
た
め
の
犯
罪
を
多
発
さ
せ
て
い
る
。
次
に
万
引
、
自

転
車
盗
な
ど
の
小
窃
盗
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
警
察
は
何
の
手
段

も
と
ら
な
い
。
盗
品
の
価
格
よ
り
捜
査
訴
追
の
費
用
が
は
る
か
に
大

き
い
か
ら
で
あ
る
。
薬
物
の
使
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
合
法
化
し
て
、

組
織
犯
罪
の
収
入
源
を
断
つ
と
い
う
政
策
も
あ
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
抑
制
政
策
と
は
異
な
っ
た
態
度
を
取
っ
て
い
る
国
が
あ
る
。
し
か

し
、
政
策
と
し
て
は
高
価
か
も
し
れ
な
い
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
策

を
是
と
す
べ
き
だ
と
い
う
。
刑
事
政
策
的
に
は
薬
物
犯
罪
を
抑
え
る

こ
と
に
よ
り
、
人
身
犯
や
財
産
犯
の
増
加
を
抑
制
で
き
る
と
の
立
場

が
取
ら
れ
る
。
以
下
、
強
盗
、
テ
ロ
行
為
、
租
税
犯
罪
及
び
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
犯
罪
の
現
代
的
犯
罪
に
触
れ
、
今
世
紀
後
半
の
犯
罪
の
激
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
説
明
す
る
の
に
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
ハ
ウ
ゲ
の
著
書
を
引
用
し
つ
つ
、

住
民
の
同
質
性
が
移
民
の
流
入
に
よ
り
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
北
欧
の
現

状
か
ら
セ
リ
ン
の
文
化
葛
藤
論
の
重
要
性
と
併
せ
て
、
社
会
生
物
学

　
（
1
9
）

的
視
点
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。
攻
撃
性
の
根
を
著
者
は
人
間
の
祖

先
の
肉
食
獣
化
に
発
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
年
の
犯

罪
の
増
大
の
社
会
心
理
的
説
明
と
し
て
、
テ
レ
ビ
に
よ
る
暴
力
行
為

場
面
の
提
供
と
威
嚇
力
の
弱
い
刑
事
司
法
の
結
合
と
、
更
に
宗
教
心

及
び
家
族
の
弱
体
化
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
以
上
に
続
け
て
、
一
九
〇
〇
年
代
の
欧
州
の
刑
法
及
び
警
察
の
発
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展
と
欧
州
の
警
察
協
力
に
つ
い
て
短
い
記
述
が
あ
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト

国
家
と
民
主
主
義
国
家
の
刑
法
と
し
て
、
前
者
で
は
ソ
ビ
エ
ト
と
ナ

チ
ス
の
刑
法
が
、
後
者
で
は
実
証
主
義
派
と
保
護
主
義
の
思
想
か
ら

刑
罰
価
値
を
重
視
す
る
新
古
典
派
へ
の
流
れ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
警
察
制
度
に
関
し
て
も
、
ナ
チ
ス
、
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
、
ソ
ビ
エ
ト

の
警
察
制
度
の
内
容
が
示
さ
れ
、
一
九
三
九
年
～
一
九
四
五
年
の
西

欧
及
び
一
九
三
九
年
～
一
九
九
一
年
の
東
欧
の
状
態
は
闇
の
中
で
あ

る
と
指
摘
す
る
。
戦
後
の
警
察
制
度
の
復
活
に
お
け
る
ド
・
ゴ
ー
ル

の
姿
勢
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
と
ソ
ビ
エ
ト

崩
壊
は
、
東
独
の
警
察
組
織
の
完
全
な
消
滅
と
西
独
警
察
の
全
独
警

察
へ
の
発
展
と
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
警
察
の
変
化
に
つ
い
て
の
記
述
は

な
い
。

　
最
終
章
は
、
欧
州
の
警
察
協
力
を
扱
っ
て
い
る
。
欧
州
全
体
の
犯

罪
は
年
間
約
三
千
万
件
と
見
込
ま
れ
、
暗
数
を
考
え
る
と
一
億
二
千

万
件
に
達
す
る
と
す
る
が
、
そ
の
中
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
占
め
る
比

率
は
小
さ
い
。
現
在
欧
州
犯
罪
研
究
セ
ン
タ
ー
と
統
合
警
察
大
学
の

設
置
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
協
力
の
必
要
性
と
各
国
の
独
自
性
と

の
間
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
基
礎
に
は
欧
州
統
一
刑

法
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
警
察
組
織
は
欧
州
の
権
力
関
係
か
ら
影
響
を
受

け
て
い
る
。
も
と
も
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
都
市
法
は
ハ
ン
ブ
ル
グ
や

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
政
治
指
導
者
も
欧
州
で
学

ん
だ
者
が
多
い
。
三
〇
年
戦
争
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
崩
壊
後
は
フ
ラ
ン

ス
の
制
度
を
学
ん
で
い
る
。
啓
蒙
思
想
は
フ
ラ
ン
ス
に
学
び
、
フ
ラ

ン
ス
の
警
察
組
織
が
導
入
さ
れ
た
。
普
仏
戦
争
後
は
ま
た
ド
イ
ツ
の

影
響
力
が
増
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
影
響
を
示
す
制
服
の
写
真
が
あ
る
。

第
一
次
大
戦
後
ド
イ
ツ
風
の
制
服
は
姿
を
消
し
英
国
風
に
変
わ
っ
て

い
る
。

　
警
察
組
織
に
関
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
英
国
と
同
様
に
地
方
警
察

中
心
の
発
達
を
遂
げ
て
い
た
が
、
一
九
六
四
年
の
警
察
改
革
で
中
央

集
権
的
警
察
組
織
が
成
立
し
た
。
そ
の
修
正
が
一
九
七
〇
年
代
の
地

　
（
2
0
）

域
警
察
の
誕
生
に
つ
な
が
っ
た
。
更
に
、
小
人
数
の
警
察
官
に
よ
る

交
番
（
Z
普
8
房
）
が
中
世
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
伝
統
に
沿
う
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。

　
結
語
は
、
N
段
○
白
○
一
段
彗
8
℃
畠
息
コ
閃
で
あ
る
。

X

知
的
財
産
権
の
犯
罪
学

》
＆
霞
①
箒
湧
　
ξ
一
巨
8
一
〇
鵬
一
（
零
　
国
…
け

ω
＜
R
一
）
）
男
①
雪
ω
ζ
洋
艶
ω
一
鑛
R
ω
旨
o
＜
o
一
α

い
四
ω
ω
Φ
昌
曽
d
づ
一
＜
①
『
ω
一
叶
①
畠
噛
〇
二
鋤
鵬
Φ
“
一
〇
〇
S

本
論
文
は
八
頁
の
小
論
で
あ
る
。
著
者
は
筆
者
の
指
導
的
立
場
に

43



法学研究72巻3号（’99：3）

あ
っ
た
人
で
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
犯
罪
学
研
究
所
を
先
年
定
年

退
職
し
て
い
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
イ
人
で
あ
り
、
本
論
文
は
ノ
ル
ウ
ェ
イ

語
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
容
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
知
的
財

産
権
に
か
ら
む
犯
罪
の
研
究
で
あ
る
。
統
計
の
不
備
か
ら
ノ
ル
ウ
ェ

イ
に
つ
い
て
は
取
上
げ
て
い
な
い
。

　
犯
罪
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
商
標
法
三
七
条
「
故
意

又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
他
人
の
商
品
表
示
の
権
利
を
侵
害
す
る
行

為
」
、
著
作
権
法
五
三
条
「
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
他
人
の

文
学
・
芸
術
作
品
に
関
す
る
著
作
権
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
著
作
権
等
を
侵

害
す
る
行
為
」
、
写
真
法
一
六
条
、
特
許
法
五
七
条
「
故
意
又
は
重

大
な
過
失
に
よ
り
他
人
の
特
許
権
を
侵
害
す
る
行
為
」
、
デ
ザ
イ
ン

保
護
法
三
五
条
「
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
他
人
の
装
飾
デ
ザ

イ
ン
に
関
す
る
創
作
権
を
侵
害
す
る
行
為
」
、
商
店
法
一
八
条
「
故

意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
他
人
の
店
舗
標
示
を
侵
害
す
る
行
為
」

の
各
違
反
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
の
法
定
刑
は
い
ず
れ
も
罰
金
又

は
二
年
以
下
の
拘
禁
で
あ
る
。
た
だ
し
、
訴
追
は
被
害
者
の
請
求
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
公
共
の
観
点
か
ら
訴
追
が
必
要
な
場
合
に
な
さ
れ
る
。

　
研
究
は
、
統
計
資
料
に
基
づ
き
、
終
局
処
分
数
、
行
為
、
行
為
者
、

被
害
者
、
処
分
内
容
に
分
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
八
○
年
か
ら

一
九
九
三
年
ま
で
の
統
計
が
用
い
ら
れ
、
商
標
法
と
著
作
権
法
の
違

反
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
他
の
違
反
は
極
め
て
少
な
い
。

こ
の
う
ち
、
九
二
年
及
び
九
三
年
に
地
方
裁
判
所
で
終
局
し
た
六
五

件
（
商
標
法
違
反
八
件
、
著
作
権
法
違
反
五
七
件
）
に
つ
き
七
四
人

の
被
告
人
の
事
件
に
つ
い
て
判
決
書
を
閲
覧
し
て
内
容
の
分
析
が
さ

れ
て
い
る
。

　
事
件
の
内
容
は
、
大
部
分
著
作
権
法
の
保
護
を
受
け
て
い
る
デ
ィ

ス
ク
や
カ
セ
ッ
ト
の
コ
ピ
ー
、
貸
し
出
し
で
あ
っ
た
。
行
為
地
（
事

件
の
管
轄
裁
判
所
）
は
全
国
に
わ
た
っ
て
い
て
、
都
市
集
中
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
。
収
入
の
少
な
い
者
が
コ
ピ
ー
の
販
売
で
副
収
入
を
得

る
の
が
主
な
犯
行
の
理
由
で
あ
っ
た
。
職
業
的
な
犯
行
（
外
国
か
ら

の
大
量
の
違
法
コ
ピ
ー
の
輸
入
販
売
な
ど
）
は
稀
で
あ
っ
た
。
三
件

で
他
の
単
純
な
経
済
犯
罪
と
結
合
が
あ
っ
た
。
特
殊
な
例
と
し
て
は
、

あ
る
政
治
的
団
体
の
祭
り
の
ビ
デ
オ
の
コ
ピ
ー
を
製
作
者
の
禁
止
を

無
視
し
て
テ
レ
ビ
の
地
方
局
に
売
却
し
た
例
、
人
気
歌
手
の
歌
の
デ

ィ
ス
ク
の
複
製
を
作
っ
て
販
売
し
て
い
た
例
、
ト
ル
コ
人
が
自
分
の

経
営
す
る
バ
ー
で
違
法
コ
ピ
ー
の
音
楽
を
流
し
、
音
楽
著
作
権
保
護

団
体
の
警
告
を
無
視
し
て
い
た
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
九
二
年
及
び
九
三
年
の
違
反
の
行
為
者
は
女
子
が
三
人
（
五
％
）
、

年
齢
は
二
五
歳
か
ら
五
〇
歳
の
間
が
七
〇
％
で
あ
る
。
二
〇
％
は
外

国
人
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
の
理
解
の
不
足
が
あ
る
。
犯
罪
前
歴
の
な

い
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
前
歴
の
あ
る
者
が
二
人
い
た
。
一

人
は
二
二
歳
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
で
窃
盗
の
前
歴
、
ビ
デ
オ
の
違
法
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コ
ピ
ー
と
販
売
の
他
、
新
た
な
窃
盗
が
あ
り
、
保
護
観
察
と
三
月
の

実
刑
に
処
さ
れ
た
。
二
人
目
は
四
〇
歳
の
ア
ジ
ア
人
で
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
に
十
年
居
住
し
、
八
八
年
に
も
違
法
コ
ピ
ー
で
有
罪
に
な
り
、
そ

の
後
も
同
じ
行
為
を
反
復
し
、
過
去
に
三
回
家
宅
捜
索
を
受
け
て
い

た
。
判
決
は
十
四
日
の
実
刑
で
あ
っ
た
。
日
数
罰
金
の
日
額
か
ら
行

為
者
の
経
済
状
態
は
低
い
。

　
被
害
者
に
は
二
種
の
類
型
が
あ
っ
た
。
著
作
権
保
有
者
と
著
作
物

の
合
法
的
販
売
業
者
で
あ
る
。
犯
罪
の
検
挙
の
端
緒
は
著
作
権
者
か

ら
警
察
へ
の
通
告
が
主
で
あ
る
。
商
標
法
違
反
で
も
、
民
間
の
監
視

機
関
の
通
告
が
端
緒
に
な
っ
て
い
る
。
被
疑
者
に
と
っ
て
は
刑
罰
よ

り
も
損
害
賠
償
の
請
求
の
方
が
厳
し
い
。

　
刑
罰
は
通
常
罰
金
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
調
査
し
た
七
四
件
中
五

七
件
は
罰
金
刑
で
あ
っ
た
。
条
件
付
判
決
と
罰
金
の
併
科
が
八
件
、

拘
禁
が
五
件
、
そ
の
他
が
四
件
で
あ
る
。
罰
金
な
し
の
条
件
付
判
決

に
処
さ
れ
た
者
の
中
に
は
刑
事
損
害
賠
償
と
し
て
二
五
万
ク
ロ
ー
ネ

の
請
求
を
受
け
、
一
〇
万
ク
ロ
ー
ネ
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
た
者
が

あ
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ス
ク
ジ
ョ
ッ
キ
ー
で
違
法
に
音
楽
著
作
物
を
使

用
し
た
一
九
歳
の
青
年
は
、
百
時
間
の
社
会
奉
仕
命
令
の
判
決
を
受

け
て
い
る
。

　
著
作
権
者
か
ら
の
刑
事
損
害
賠
償
請
求
の
あ
っ
た
事
件
二
四
件
で
、

請
求
額
一
万
ク
ロ
ー
ネ
以
下
六
件
、
五
万
ク
ロ
ー
ネ
未
満
八
件
、
一

○
万
ク
ロ
ー
ネ
未
満
四
件
、
一
〇
万
ク
ロ
ー
ネ
以
上
六
件
で
あ
る
。

裁
判
所
の
判
決
し
た
最
高
額
は
二
五
万
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
。

　
裁
判
所
の
こ
の
種
事
件
に
対
す
る
態
度
は
厳
し
い
も
の
で
は
な
い
。

違
法
コ
ピ
ー
で
間
題
な
の
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
違
法
コ
ピ
ー
で
あ
る
。

こ
の
調
査
か
ら
も
れ
て
い
る
が
、
あ
る
研
究
所
の
違
法
コ
ピ
ー
問
題

は
、
米
国
と
の
外
交
間
題
に
ま
で
発
展
し
た
。
こ
の
調
査
の
対
象
に

な
っ
た
犯
罪
者
は
こ
れ
と
は
全
く
階
級
を
異
に
す
る
。

M
　
ク
ロ
ニ
ク
ル

A
　
国
際
連
合

　
一
九
九
二
年
に
国
連
刑
事
政
策
委
員
会
は
三
個
の
優
先
課
題
を
決

定
し
た
。
一
は
組
織
犯
罪
、
資
金
洗
浄
、
環
境
刑
法
を
含
む
国
家

的
・
国
家
問
的
犯
罪
、
二
は
都
市
の
犯
罪
、
少
年
犯
罪
及
び
人
身
犯

罪
の
防
止
、
そ
し
て
三
は
刑
事
司
法
領
域
の
行
政
及
び
指
導
の
改
善

で
あ
る
。
更
に
具
体
的
な
課
題
と
し
て
は
、
国
際
的
組
織
犯
罪
、
汚

職
、
女
性
に
対
す
る
人
身
犯
及
び
火
器
の
取
締
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
次
回
の
国
連
犯
罪
防
止
会
議
の
主
要
テ
ー
マ
に
な
る
。

　
特
に
、
組
織
犯
罪
に
関
し
て
は
一
九
九
四
年
の
閣
僚
会
議
の
政
治

宣
言
の
中
で
取
上
げ
ら
れ
、
一
九
九
六
年
の
総
会
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
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組
織
的
国
家
間
犯
罪
に
関
す
る
条
約
の
草
案
を
提
示
し
、
事
案
は
上

記
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
い
る
。
組
織
犯
罪
と
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
関

連
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
汚
職
、
女
性
に
対
す
る
人
身
犯
の
根
絶

及
び
火
器
の
取
締
に
関
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
な
記
述
が
あ
る
。

　
次
回
の
国
連
犯
罪
予
防
と
犯
罪
者
の
処
遇
に
関
す
る
会
議
は
二
〇

〇
〇
年
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
が
主
催
国
に
立
候
補
し
て
い
る
。
議
題

は
、
法
律
的
規
制
と
刑
法
体
系
の
強
化
、
国
家
間
犯
罪
対
策
で
の
国

際
的
協
力
、
効
果
的
犯
罪
予
防
、
及
び
犯
罪
者
と
被
害
者
の
四
個
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。
（
Z
↓
民
o。
“
ム
）

　
　
　
　
B
　
E
U
（
閣
僚
理
事
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
い
わ
ゆ
る
E
U
の
三
本
柱
の
一
つ
第
三
の
柱
の
構
造
と
道
具
立
て

の
説
明
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
欧
州
統
合
条
約
K
条
が
関
わ
っ
て
い
る
。

一
九
九
三
年
の
マ
ー
ス
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
り
理
念
的
に
は
容
易
に
な

る
は
ず
で
あ
っ
た
事
項
が
、
実
際
に
は
様
々
な
困
難
に
で
あ
っ
て
い

る
と
い
う
。
条
約
に
よ
る
協
力
関
係
と
加
盟
各
国
の
主
権
と
の
関
係

が
困
難
な
間
題
を
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
共
通
の
立
場
に
立
っ

た
共
通
の
措
置
の
法
律
的
意
味
は
？
　
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
裁
判
所
に

追
加
さ
れ
た
役
割
は
？
　
欧
州
議
会
の
助
言
を
求
め
る
時
期
と
方
法

は
？
　
な
ど
の
疑
間
点
が
あ
っ
た
と
報
告
者
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
疑
問
は
現
在
は
解
決
し
て
お
り
、
一
九
九
六
年
に
は
第
三
の
柱

の
働
き
は
満
足
す
べ
き
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
ま
ず
一
九
九
六
年
に
採
択
さ
れ
た
条
約
、
共
同
行
動
、
勧
告
が
列

挙
さ
れ
、
警
察
協
力
と
税
関
協
力
（
薬
物
、
組
織
犯
罪
、
テ
ロ
リ
ズ

ム
、
そ
の
他
）
、
ユ
ー
ロ
ポ
ル
（
警
察
研
修
、
電
話
傍
受
、
税
関
、

税
関
の
相
互
協
力
な
ど
）
、
刑
法
協
力
（
犯
罪
人
引
渡
し
、
人
身
売

買
・
児
童
の
性
的
虐
待
、
人
種
差
別
、
欧
州
共
通
財
政
利
益
の
保
護
、

犯
罪
捜
査
に
お
け
る
相
互
援
助
、
自
動
車
輸
送
権
の
喪
失
、
そ
の

他
）
に
つ
い
て
の
現
状
の
報
告
が
あ
る
。
（
Z
↓
罠
o。
命
“
）

　
な
お
、
後
出
文
献
一
覧
に
あ
る
よ
う
に
、
E
U
に
関
し
て
は
相
当

数
の
論
文
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
曹
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

C
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

　
一
九
九
六
年
秋
の
議
会
で
は
ス
ピ
リ
ッ
ツ
類
の
密
造
に
か
か
る
法

律
の
改
正
が
あ
っ
た
。
訴
訟
法
で
は
検
察
官
の
略
式
命
令
の
適
用
範

囲
の
拡
大
、
法
律
扶
助
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
一
九
九
七
年
春
の

議
会
で
は
、
E
U
加
盟
国
間
の
犯
罪
人
引
渡
し
を
簡
略
化
す
る
法
改

正
が
行
わ
れ
た
。
訴
訟
法
の
領
域
で
は
、
裁
判
所
の
構
成
に
つ
い
て

一
部
の
刑
事
事
件
で
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
の
数
を
二
人
に
増
加
す

る
改
正
が
行
わ
れ
、
同
時
に
参
審
員
の
数
を
一
人
増
員
す
る
改
正
が

な
さ
れ
た
。
同
時
に
地
方
行
政
裁
判
所
の
裁
判
官
の
数
に
つ
い
て
も

改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
で
は
大
き
い
改
正
は
報
告
さ
れ
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て
い
な
い
。
（
ω
乱
↓
O
？
ω
欝
O
？
Qo
）

D
　
欧
州
理
事
会

　
加
盟
国
が
四
〇
国
に
増
加
し
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
に
全
加
盟
国

の
首
相
に
よ
る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
会
議
で
理
事
会
の
今
後
の
活
動
指

針
の
協
議
が
あ
り
、
共
同
宣
言
と
行
動
計
画
と
が
採
択
さ
れ
た
。

　
行
動
計
画
の
中
に
は
、
人
権
保
障
の
強
化
、
加
盟
国
に
対
す
る
政

治
的
監
視
シ
ス
テ
ム
の
強
化
、
社
会
的
権
利
の
強
化
、
テ
ロ
・
汚
職

・
組
織
犯
罪
・
薬
物
乱
用
の
防
止
と
対
抗
措
置
の
実
行
、
児
童
の
虐

待
か
ら
の
保
護
の
強
化
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
拷
問
と
自
由

を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
者
の
劣
等
待
遇
に
対
す
る
活
動
が
な
さ
れ
、
全

欧
州
で
の
死
刑
の
廃
止
に
も
優
先
順
位
が
与
え
ら
れ
た
。

　
人
権
に
関
す
る
欧
州
条
約
の
第
二
議
定
書
の
批
准
が
完
了
し
、

一
審
制
の
裁
判
所
が
人
権
事
件
を
審
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
各
加

盟
国
か
ら
一
名
の
裁
判
官
が
欧
州
理
事
会
議
員
会
議
で
選
出
さ
れ
、

一
九
九
八
年
二
月
一
日
よ
り
そ
の
事
務
を
開
始
す
る
。

　
犯
罪
問
題
に
関
す
る
欧
州
委
員
会
の
監
督
の
下
で
刑
法
に
か
か
る

全
加
盟
国
の
協
力
が
行
わ
れ
、
欧
州
理
事
会
閣
僚
委
員
会
に
活
動
指

針
を
提
出
す
る
。

　
一
九
九
五
年
か
ら
九
八
年
ま
で
の
間
に
、
判
決
の
言
渡
し
を
受
け

た
者
の
移
送
に
関
す
る
追
加
議
定
書
、
汚
職
防
止
の
た
め
の
指
針
に

関
す
る
決
議
、
そ
の
他
六
つ
の
勧
告
が
採
択
さ
れ
た
。

　
刑
法
に
基
づ
く
環
境
保
護
に
か
か
る
条
約
、
汚
職
に
関
す
る
刑
法

条
約
、
刑
事
司
法
の
運
用
に
関
す
る
勧
告
、
情
報
処
理
技
術
に
関
す

る
刑
事
訴
訟
上
の
問
題
に
関
す
る
勧
告
、
単
一
欧
州
に
お
け
る
刑
事

政
策
に
か
か
る
勧
告
（
人
権
保
障
と
法
的
安
定
性
の
確
保
、
経
済
・

組
織
犯
罪
の
処
理
）
、
刑
務
所
等
の
職
員
に
関
す
る
勧
告
（
採
用
、

研
修
、
労
働
条
件
、
倫
理
綱
領
な
ど
）
、
証
人
威
迫
と
証
人
が
保
護

を
求
め
る
権
利
に
関
す
る
勧
告
、
及
び
刑
務
所
の
医
療
保
護
の
倫
理

的
・
組
織
的
状
態
に
関
す
る
勧
告
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
継
続
中
の
専
門
家
委
員
会
の
活
動
及
び
中
欧
及
び
東
欧

の
民
主
化
へ
の
援
助
・
協
力
活
動
の
紹
介
が
あ
る
。
（
Z
↓
艮
oo
望

㎝
）

注（
1
）
　
坂
田
、
「
司
法
制
度
」
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
研
究
所
編
「
ス
ウ

　
ェ
ー
テ
ン
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
平
成
五
年
所

　
収
参
照
。

（
2
）
　
坂
田
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
（
九

　
五
年
）
」
法
学
研
究
七
〇
巻
六
号
一
五
七
頁
第
四
図
参
照
。

（
3
）
℃
冨
一
〇
。
ゴ
ω
も
．
P

（
4
）
H
げ
一
α
．
も
」
。。
」
。
区
壼
什
ω
ω
o
P
腔
ε
呂
需
＝
酵
o
誘
實
①
＜
窪
・

　
ぎ
P
ω
乱
↓
o。
ω
－
o
。
」
8
0
。
も
。
器
P
↓
ぎ
Φ
一
＝
の
英
文
に
従
う
。
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（
5
）
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
、
慶
慮
通
信
、

平
成
元
年
（
以
下
概
観
と
略
す
）
、
六
七
頁
参
照
。

（
6
）
　
坂
田
、
前
掲
法
学
研
究
七
〇
巻
六
号
一
四
九
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
坂
田
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
（
九

〇
年
）
」
法
学
研
究
六
五
巻
七
号
八
五
頁
。

（
8
）
　
坂
田
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
（
九

　
四
年
）
」
法
学
研
究
六
九
巻
一
一
号
七
三
五
頁
、
及
び
、
同
、
「
ス
ウ

　
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
（
八
八
～
八
九
年
）
」
法

学
研
究
六
四
巻
三
号
六
七
頁
以
下
等
参
照
。

（
9
）
著
者
は
一
九
九
七
年
九
月
に
他
界
さ
れ
た
。

（
1
0
）
　
本
書
二
頁
。

（
n
）
　
卑
幹
＞
⇒
冨
声
＝
仁
目
四
巳
一
雪
o
昌
声
二
〇
墨
房
β
ω
8
畠
・

げ
o
一
β
お
臼
●
本
書
に
つ
い
て
は
常
磐
大
学
紀
要
「
人
間
科
学
」
一

　
六
巻
二
号
の
書
評
を
参
照
。

（
1
2
）
　
O
器
貫
ロ
o
コ
一
ロ
昌
四
R
一

（
1
3
）
　
「
す
べ
て
の
刑
罰
は
改
善
の
た
め
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

　
い
。
」
（
0
5
＜
＝
の
℃
9
ユ
ω
U
o
目
震
①
お
笹
R
留
．
）

（
1
4
）
　
＞
口
昌
震
9
0
P
9
け
こ
冒
P
置
“
胤
い
o
い

（
1
5
）
　
坂
田
「
ノ
ー
ト
独
居
拘
禁
」
、
法
学
研
究
六
一
巻
二
号
二
〇
五

頁
以
下
参
照
。

（
1
6
）
　
≧
哺
＝
①
奪
鱒
ω
o
P
oo
＜
撃
ω
犀
三
ω
8
ユ
僧
o
。
¢
ロ
覧
こ
一
8
ρ
P

　
O
O
O
．

（
1
7
）
　
H
σ
こ
こ
づ
P
認
刈
R

（
1
8
）
寄
曽
巽
＝
ロ
轟
ρ
寄
言
ぎ
巴
一
貯
9
8
ω
勘
ω
接
①
き
一
。
。
一
9

（
1
9
）
　
ω
＜
曽
具
Φ
男
o
＝
P
U
窪
O
穿
一
餌
α
α
m
8
の
P
一
〇
〇
〇
〇。
●

（
2
0
）
　
国
く
胃
盆
壱
o
一
す
坂
田
仁
、
「
概
観
」
二
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
2
1
）
　
ω
＜
震
蒔
8
田
ぎ
ω
ピ
罐
一
8
0
0
に
基
づ
く
。
写
真
法
の
規
定
は

　
入
手
で
き
な
か
っ
た
。

（
2
2
）
　
貿
易
を
主
体
と
す
る
協
力
、
安
全
保
障
及
び
外
交
に
関
す
る
協

力
、
警
察
及
び
司
法
に
関
す
る
協
力
の
三
つ
の
面
で
の
協
力
関
係
を

　
い
う
。

［
補
注
］

　
一
九
九
七
年
に
政
府
の
指
示
に
よ
り
犯
罪
防
止
委
員
会
の
内
部
組
織

に
変
更
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
部
門
が
委
員
会
の
中
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
一
、
地
方
犯
罪
防
止
活
動
部
門

　
　
コ
ム
ー
ン
レ
ベ
ル
で
の
犯
罪
防
止
活
動
の
開
発
を
主
た
る
業
務
と

　
す
る
。

　
二
、
改
革
評
価
部
門

　
　
刑
事
政
策
的
な
制
度
の
改
革
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
調
査
、

　
分
析
、
評
価
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
業
務
と
す
る
。

　
三
、
個
人
対
象
措
置
研
究
部
門

　
　
犯
罪
を
行
っ
た
個
人
を
対
象
と
す
る
措
置
の
効
果
に
関
す
る
情
報

　
の
収
集
・
研
究
、
経
済
犯
罪
の
研
究
、
環
境
犯
罪
の
研
究
を
主
た
る

業
務
と
す
る
。

　
四
、
犯
罪
現
象
研
究
部
門
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犯
罪
の
趨
勢
、
構
造
、
広
が
り
を
、
国
家
、
県
、
地
域
の
各
レ
ベ

　
ル
で
分
析
す
る
こ
と
を
業
務
と
す
る
。

　
五
、
犯
罪
統
計
部
門

　
　
犯
罪
及
び
司
法
統
計
の
作
成
を
主
た
る
業
務
と
す
る
。

　
六
、
研
究
方
法
、
開
発
部
門

　
　
犯
罪
防
止
委
員
会
独
自
の
研
究
開
発
を
実
施
す
る
こ
と
を
主
た
る

　
業
務
と
す
る
。

　
七
、
広
報
部
門

　
　
報
告
書
、
研
究
覚
書
の
発
行
の
他
、
ア
プ
ロ
ポ
ー
（
ω
錘
碧
8
－

　
富
）
及
び
犯
罪
予
防
研
究
の
出
版
物
の
発
行
を
行
う
。

　
八
、
事
務
局

　
　
委
員
会
の
会
計
、
人
事
な
ど
の
事
務
を
行
う
。

　
こ
の
組
織
の
変
更
は
、
地
方
の
犯
罪
防
止
活
動
の
評
価
、
地
域
警
察

の
改
革
と
酩
酊
運
転
規
制
立
法
の
評
価
、
及
び
、
警
察
大
学
の
研
究
部

と
の
合
同
の
た
め
の
資
源
の
増
加
を
実
現
す
る
た
め
に
政
府
が
行
っ
た

も
の
で
あ
る
。
（
以
上
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委
員
会
の
プ
レ
ス
リ
リ
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ス
の
資
料
に
よ
り

補
充
）
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